
バイク・ヘルメットステッカー
「サドル下左側面」と記載

最終要項（p9の記載）
「右側面」と記載

最終要項の記載事項訂正（第15回川崎港トライアスロンin 東扇島）

 最終要項のp9の記載にて、バイクステッカー（シール）の貼り付け位置に記載誤りがありました。
誤︓右側⾯
正︓サドル下左側⾯

 バイクのステッカー（シール）は「サドル下左側面」への貼り付けをお願いします。
→但し「右側⾯」に貼り付けされている場合も、貼り直しは不要でレースに出場いただけます。

※案内に不備がありご迷惑をおかけしますが、ご確認をお願いいたします。
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